


狩野川は伊豆半島中央部に位置する静岡県伊豆市の天城山系
にその源を発し、田方平野に下り伊豆の国市古奈で狩野川放
水路を分派した後、箱根山等を源とする来光川、大場川等と
合流、さらに沼津市で富士山麓より南下する最大の支川黄瀬
川と合流して駿河湾に注ぐ一級河川です。  
流域は南北に細長い「く」の字形をなし、富士箱根伊豆国立
公園に囲まれ豊かな自然環境を有する観光地を擁するととも
に、東西交通の要衝として新東名高速道路や東海道新幹線な
どの基幹交通網が集中し、伊豆半島を南北に貫き防災や観光
に寄与する高規格道路が整備されています。 
下流域の沼津市、三島市、清水町は湧水にも恵まれ、県東
部 駿豆地区の中核都市として地域の産業 経済 文化等の
基盤をなしています。 

＜流域の諸元＞ 
狩野川の源流                   ：静岡県伊豆市の天城山系  
流域面積（集水面積） ：852km2  
幹川流路延長     ：46km 
流域内人口     ：約65万人（R□国勢調査） 
主な市町          ：沼津市、駿東郡(清水町、長泉町)、  
              三島市、田方郡函南町、伊豆の国市 
              伊豆市、裾野市、御殿場市 

     流域の現状 
流域の６市３町の人口は約65万人で、過去25年の人口推移は概ね
横ばいで推移しています。 
 国道１号や136号、東海道新幹線などの動脈が集中する交通の要
衝となっています。 
伊豆縦貫自動車道のうち東駿河湾環状道路（三島塚原～函南塚本
間）の開通(平成26 年)、天城北道路の開通（大平～月ヶ瀬間(平
成31 年)など、沿線では工業団地の開発が進んでいます。 
 修善寺温泉、伊豆長岡温泉等の温泉地が多く観光業が盛んです。
天城山系の清流を利用したワサビ栽培は盛んであり、静岡県のワ
サビ産出額は令和5 年時点で日本一を誇っています。 

     過去の洪水災害 
狩野川は江戸時代に40回、明治時代に42回、大正時代だけでも20回の水害記録が残されています。 
昭和に入ってからも狩野川は洪水氾濫を繰り返し、特に、昭和33年9月の台風22号（狩野川台風）は、
流域全体で死者 行方不明者853人、被災家屋6,775戸という未曽有の大災害をもたらしました。 
近年、堤防整備の進捗と昭和40年の狩野川放水路完成により、狩野川本川での越水 破堤氾濫といった
甚大な被害は発生していません。近年の集中豪雨により、支川の内水氾濫を主な原因とした浸水被害が
頻発しています。 
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狩野川流域(河口部)

平成10年8月洪水昭和33年9月狩野川台風 平成19年9月洪水

来光川
狩野川



対象期間 
 平成17年12月策定時点から概ね30年 

対象区間 
 下記に示す大臣管理区間 

区間延長 河川名 

24.9km 狩野川 

2.7km 黄瀬川 

1.2km 柿田川 

2.6km 大場川 

1.5km 来光川 

0.9km 柿沢川 

3.0km 狩野川放水路 
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「狩野川水系河川整備計画」は、平成17年に策定（※平成28年に一部変更）し、河川事業を推進してき
ました。 
近年地球温暖化に伴う気候変動の影響により、大雨等の災害が頻発化 激甚化していることを踏まえ、
「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言が改訂され、令和5年8月に「狩野川水系河川整備基本方
針」が変更されました。 
「狩野川水系河川整備基本方針」の目標に向けた段階的な整備にあたり、概ね30年程度の具体的な整備
内容を定める「狩野川水系河川整備計画」の変更原案を作成し、地域の皆さまのご意見を伺います。 
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 気候変動による大雨等の災害の激甚化 頻発化が危惧されています。気温が□℃上昇した場合を想定
した気候変動のシナリオでは、2040年頃には降雨量が約1.1倍、流量が約1.2倍、洪水発生頻度が約2倍
になると試算されています。 

  気候変動の影響 

 流域治水とは、気候変動の影響による水害リスク
の増加を踏まえ、河川整備等の治水対策をより一層
加速するとともに、流域に関わるあらゆる関係者
（国 県 市町村 企業 住民等）が協働して水災
害対策を行う考え方です。 
 治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを
考慮したもの」に見直し、地域の特性に応じ、 
 ➀氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策 
 ➁被害対象を減少させるための対策 
 ➂被害の軽減、早期復旧 復興のための対策 
をハード ソフト一体で多層的に進める必要があり
ます。 

  流域治水への転換 

  令和元年東日本台風や令和3年7月出水など被害が激甚化 
 令和元年東日本台風では、戦後最
大の被害を発生させた狩野川台風を
超えるような降雨により、浸水家屋
約1,000戸を超える内水等の被害が
発生しました。 
 令和3年7月出水では、黄瀬川流
域に線状降水帯が発生し、河床洗掘
したため黄瀬川大橋の橋脚の一部が
沈下し、交通への障害が発生しまし
た。 
 近年の降雨特性や気候変動による
降雨量の増加など、水災害発生のリ
スクが高まっているため、流域一帯
で対策を図る必要があります。 
 

令和元年東日本台風
沼津市大平地区内水氾濫状況 令和３年黄瀬川大橋被災

狩野川 黄瀬川



≪狩野川の将来目指すべき姿≫ 
「連続性を基調とした川づくり」を基本理念とし、気候変動の影響により頻発化 激甚化

する水災害に対し、流域のあらゆる関係者が協働して被害の最小化を図るとともに、上下
流の連続性が保たれ、アユや湧水に代表される自然豊かな環境を守り育み、地域の個性と
活力、文化が実感できる川づくりを目指します。 

洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標 

 令和７年度狩野川水系流域委員会における学識経験者からの意見等を踏まえ、 
狩野川水系河川整備計画（変更案）の目標を次のとおり設定しています。 

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標 

河川環境の整備と保全に関する目標 

狩野川水系河川整備基本方針で定めた目標に向けた段階的な整備、氾濫域の資産の集積状
況、土地利用の状況等を総合的に勘案し、治水安全度の向上を図る。 
下流域の主要な地点黒瀬において、気候変動によって２℃上昇した場合でも年超過確率1/70
程度の規模の降雨により発生する洪水を安全に流下させることを目標とする。この際、流域
における洪水調節機能2,700 /sを確保のうえ洪水調節し、河道の配分は3,600 /sとする。 
この目標を達成することによって、既往最大洪水である狩野川台風について気候変動を考慮
した場合においても洪水を安全に流下又は被害を軽減させることが可能となる。 
また、目標を上回る河川整備基本方針規模等の洪水に対して、流域全体で被害をできる限り
軽減する。 

狩野川においては、現在、良好な河川環境のもとに駿豆地区の発展に欠かせない各種用水が
確保されていることを踏まえ、今後も流水の正常な機能の維持や適正な水利用が図られるよ
うに努める。 

狩野川が本来有している動植物の生息 生育 繁殖環境及び多様な河川景観を保全 創出
し、次世代に継承することを目指し、河川環境区分ごとに良好な環境の保全、減少 劣化傾
向にある環境の創出に対して、目標を定量的に設定することで明確化し、具体的な対策につ
なげることで生物多様性の向上を図る。 
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黄瀬川

水位が
約0.3m低下

大場川
来光川

放水路
分派地点

水位が
約0.5m低下

水位が
約0.6m低下

狩野川本川の水位低下効果 狩野川支川の水位低下効果

大場
水位観測所

蛇ヶ橋
水位観測所

水位が
約0.5m低下

水位が
約0.4m低下

水位が
約0.5m低下

大場川 来光川

※固定堰を1m切り下げた場合の試算

既設狩野川放水路の改築等を含めた洪水調節機能の確保 
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狩野川放水路分流堰の固定堰切り下げ 
中小規模洪水における流域の治水安全度を向上させるため、既設狩野川放水路の分流堰の改築を実施します。
分流堰の固定堰部を切り下げることによって、放水路への分派量を増加させます。 

〔凡例〕 
黒字：現行河川整備計画の目標流量 
赤字：河川整備計画（変更）の目標流量（案） 
青字：河川整備基本方針（R□.□）の計画高水流量 

■：基準地点 
●：主要な地点 

3,400 

※流域で2,700m /sの洪水調節機能の確保を行う 

（単位：m3/s） 

黒
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徳
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駿
河
湾 

狩野川放水路 

本宿 大場 蛇ヶ橋 
千
歳
橋 

大
仁 

来
光
川 

大
場
川 

黄
瀬
川 

3,100 3,000 
狩野川 

1,200 460 400 

3,100 3,600 
3,600 4,600 

460 400 

4,900 

1,600 

駿河湾 

- 
2,200 

2,200 
2,200 

1,500 

1,500 1,800 

460 400 1,300 

1,800 
3,100 

目標流量を安全に流下させるため、既設狩野川放水路とあわせて、狩野川流域内で2,700m /sの洪水調節機
能の確保について、調査 検討のうえ実施します。 

狩野川水系河川整備計画目標流量 

狩野川水系イメージイラスト

令和元年東日本台風における分流堰切下げ効果のイメージ固定堰切り下げによる本川水位低下イメージ

固定堰の切り下げイメージ



内水対策 

地震 津波対策 

危機管理対策 

河道掘削 樹木伐開 
河川整備計画の目標流量を安全に流下又は被害を軽
減させるために必要な流下能力が確保されていない
箇所の河道掘削や樹木伐開を実施します。 
河道掘削等の実施に当たっては、地域の皆さまや関
係機関との連携 調整 情報の共有を図ります。 

掘削

＜河道掘削のイメージ図＞

HWL

堤防整備（量的整備 質的整備） 
河川整備計画の目標流量を安全に流下又は被害を軽
減させるため、高さや幅が不足する区間の堤防を整
備します。 
堤防における洪水時の決壊につながる堤体内への浸
透や河岸の侵食 洗掘に対して、整備が必要となる
箇所において、堤防や高水敷を強化 保護するため
の堤防浸透対策や護岸整備を実施します。 

横断工作物の改築 
流下能力の支障となる横断工作物の改築は、堤防
整備と一体となって実施することから、施設管理
者と連携し河道掘削や堤防整備を実施します。 

至沼津駅
至三島

新橋

護岸

③旧橋梁

河道掘削、引堤により流下能力を確保

①引堤

②洪水支障となる
橋脚を集約

掘削
現況河道断面

H.W.L
近年、内水等により著しい浸水被害が発生してい
る伊豆の国市四日町において、四日町排水機場の
排水機能増強を行います。 

耐震診断結果に沿って、堤防や排水機場等の耐震
化対策等を実施します。また、狩野川放水路河口
部の口野地区においては、海岸管理者である静岡
県と連携して、津波対策を実施します。 

施設能力以上の洪水や高潮等が発生した場合に備
え、復旧 復興にかかる時間を極力短くし、被害
をできるだけ軽減する河川防災ステーションの整    
備を実施します。 
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橋梁改築と合わせた河道改修（黄瀬川大橋） 橋梁改築と合わせた河道改修（黄瀬川大橋の事例）

イメージ：川の駅 伊豆ゲートウェイ函南



  河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持の内容 
河川の適正な利用 流水の正常な機能の維持 

渇水時の対応 

低水流量観測の実施 水質調査の実施 

流水の正常な機能を維持するため、許可水利権の
更新時における水利権量の適正な見直しや慣行水
利権の許可水利権化など、水利秩序に配慮しつつ
合理的な水利用の促進を図り、関係機関と連携し
て正常流量の確保に努める。 

修善寺橋下流のフォトモンタージュ（過去最少流量程度） 

かんがい用水

62%

水道用水

23%

工業用水

15%
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河川の適正な利用 管理を行うため、日常的に雨
量、流量、水質を観測、把握しています。 
河川巡視員や河川愛護モニター、河川環境保全モ
ニターの協力により、魚類のへい死、川の色など
の目視監視を行っています。 

図 狩野川水系の 
 水利使用状況 

令和5年8月に設定した正常流量を基準に、渇水による被害を最小限に抑えるため、利水者相互間の水融通
の円滑化、節水対策等の渇水対策について、関係機関と連携して推進します。 

狩野川では、河川空間とまち空
間が融合した賑わいある良好な
河川空間の形成を目指す「かわ
まちづくり」の取り組みを、令
和8年1月19日にかわまちづくり
大賞として表彰された「伊豆の
国市かわまちづくり」のほか、
「函南町塚本地区かわまちづく
り」、「沼津狩野川かわまちづ
くり」の３地点で実施していま
す。 
かわまちづくりと一体となった
河川整備を推進し、関係機関と
連携して狩野川流域における新
たな賑わいを創出し、持続可能
な地域づくりにも貢献していき
ます。 

函南町

伊豆の国市

沼津狩野川かわまちづくり 函南町塚本地区かわまちづくり 伊豆の国市かわまちづくり

●神島公園(伊豆の国市かわまちづくり)来場者数 

正常流量は、川の機能を維
持していくために最小限必
要な流量（維持流量）と、
川の水の利用を、同時に満
たす流量で決められます。 6.18m3/s

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30

流
量
（
m
3
/
s
）

距離（㎞）

維持流量

正常流量

必要流量（動植物）

必要流量（景観）
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大仁

かんがい期(5/1～9/30)

正常流量の設定(6.2m /s) 
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区分1～3（狩野川） 

区分１においては干潟 ヨシ原等の環境が良好であり、オオソリハシシギやオオヨシキリが確認され
ています。また黄瀬川合流点付近の早瀬ではアユの産卵が確認されていることから、これらを保全
し、減少しているカマキリの産卵場の創出を図ります。 
区分２においては水生植物帯やワンド たまりがみられるが、小規模かつ外来植物の繁茂等により劣
化傾向であることから、水生植物帯を保全し、ワンド たまり、水際のエコトーンの創出を目標とし
ます。また、良好なアユの産卵場となる瀬 淵を保全します。 
区分３においては水生植物帯、ワンド たまりがみられるが、外来植物の繁茂等から劣化傾向である
ため、これらを保全するとともに水際のエコトーンの創出を目標とします。また、連続する瀬 淵、
広く確認されているアユの産卵場を保全します。 

早瀬

ワンド・たまり

柿田川の湧水

河口域

自然裸地

狩野川水系の環境区分設定 

ヨシ原の生育
する比高

現況河道 治水上必要となる河道
環境の保全・創出も踏まえた河道

【浅場の保全】
・みお筋は、魚類の生息場となる
浅場を保全する。

【ヨシ原の保全・湿地帯の創出】
・現況のヨシ原を保全し、外来植物群落等が生育する高水敷を切下げることでヨシ原への置換を図る。現況の
ヨシ原は一度にすべて掘削するのではなく、必要に応じて試験施工を実施する。
・掘削断面は、ヨシ原の生育可能な比高、平水位以下とした緩傾斜断面とし、潮位変動にあわせて水深が変
化する浅場の創出を図る。

現況のヨシ原創出するヨシ原

現況の外来植物群落等

【水路の創出】
・必要に応じて乾燥化を防止し陸生植物の侵入を抑制するための素掘り水路を創出

【カマキリの産卵場の創出】
・河口付近のカマキリの産卵場とな
る可能性の高い箇所に投石を行い、
産卵場造成を図る。



外来種の駆除 在来種の移植 

アオハダトンボ等の生息環境再生イメージ 

在来種(ミシマバイカモ)の
高密度域 

区分6～7（黄瀬川、柿田川） 
区分６の狩野川最大の支川である黄瀬川においては自然裸地と連続する瀬と淵等と一部良好な河畔林
がみられ、下流側ではアユの産卵場が確認されています。自然裸地および瀬と淵、河畔林の保全を図
ります。 
区分７は、特徴的な自然環境を有する湧水河川の柿田川であり、国指定の天然記念物に指定されてい
ることも含め河川全体を保全することを前提とします。特有の課題として外来種の拡大や在来種であ
るミシマバイカモ等の低密度化、アオハダトンボや河畔林の繁茂による開放水面の減小等がありま
す。これらの課題に重点的な対策を実施するため柿田川自然再生計画を変更し、在来種の生育面積や
開放水面の創出、ナガエツルノゲイトウの根絶等を図ります。 

柿田川の自然再生事業 

外来種から在来種への置換を図っていき
ます。 

開放水面を創出し水辺域のアオハダトンボ等の特
徴的な種の生息 繁殖環境の再生に取組みます。 

柿田川の在来種の創出は植生の定着を目指
すため高密度の面積を目標とします。 

区分4～5（狩野川18km～27.8km区間） 
区分４においては自然裸地、水際のエコトーン、連続する瀬と淵等が広くみられ、アユの産卵場が確
認でき、下流側では小規模なワンド たまりもみられます。良好な水際のエコトーン、連続する瀬と
淵などを保全し、減少傾向にあるワンド たまり、水生植物帯、自然裸地の創出を目標とする。ま
た、減少傾向のウツセミカジカの産卵環境を調査し、劣化傾向を分析し、対策を検討します。 
区分５においては自然裸地、水際のエコトーン、連続する瀬と淵等が広くみられ、アオハダトンボが
継続して確認されています。良好な水際のエコトーン、連続する瀬と淵とともに、アオハダトンボの
生息環境を保全し、減少傾向である自然裸地とワンド たまりの創出を目標とします。 
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【ワンドの保全・創出】
・魚類や昆虫類の生息・繁殖・避難場と
なるワンドを保全するとともに、掘削に
より消失する箇所については、切下げ
等による代替措置を図る。
・場所によりクリーク状の整備を想定

【自然裸地の創出】
・掘削形状の工夫に
より、鳥類の生息・
繁殖場となる自然裸
地の創出を図る

【瀬淵の保全】
・平水位以上の掘削を基本とし
瀬・淵を保全する。
・掘削形状を工夫し、瀬の環境を
保つことで、アユ等の餌となる
付着藻類の生育環境を保全

【自然裸地の創出】
・掘削形状の工夫により、
鳥類の生息・繁殖場となる
自然裸地の創出を図る



堤防整備

狩野川
沼津市山ヶ下町

清水町徳倉

河道掘削
狩野川

伊豆市瓜生野
修善寺・牧之郷

柏久保

河道掘削
狩野川

清水町柿田・徳倉

河道掘削黄瀬川
沼津市大岡・長泉町本宿

堤防整備
黄瀬川

清水町長沢・八幡
伏見・本宿

堤防整備

狩野川
伊豆の国市寺家

中條

狩野川
沼津市中瀬・上香貫

清水町長沢

河道掘削

N

狩野川

黄瀬川

大場川

来光川

柿沢川狩野川
沼津市我入道

川瀬・中瀬・千本
下河原・三枚橋

河道掘削

河道掘削
黄瀬川

沼津市大岡
清水町長沢

堤防整備
狩野川

沼津市魚町
仲町

堤防整備
狩野川

清水町長沢・柿田

堤防整備
狩野川

清水町徳倉

堤防整備
狩野川

清水町湯川

堤防整備

狩野川
清水町湯川・的場

三島市長伏

堤防整備
狩野川

沼津市大平

堤防整備
黄瀬川

長泉町本宿堤防整備
黄瀬川

沼津市大岡

堤防整備

狩野川
伊豆の国市大仁

堤防整備

狩野川
伊豆の国市大仁
伊豆市牧之郷

堤防整備

狩野川
伊豆市牧之郷

5.0k

11.0k

15.0k

20.0k

25.0k

狩野川放水路分流堰の
固定堰切り下げ
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既設狩野川放水路の
改築等を含めた

洪水調節機能確保の検討

凡 例
河道掘削
堤防整備
浸透対策
侵食・洗掘対策
樹木伐開
耐震・津波対策
内水対策
横断工作物の改築
危機管理対策(CCTV )

堤防整備
狩野川

沼津市三枚橋

堤防整備
狩野川

沼津市大岡

河道掘削

河川防災ステーション

内水対策

狩野川
伊豆の国市四日町



≪河川整備計画についてのご意見 問い合わせは下記まで≫ 
 国土交通省中部地方整備局 沼津河川国道事務所 流域治水課 
  〒410-8567 静岡県沼津市下香貫外原3244-2 
   TEL：055-934-2009 ／ FAX：055-934-2019 
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パブリックコメントの実施 
＜パブリックコメント＞ 
 沼津河川国道事務所ホームページ、各関係機関への縦覧箇所設置（全12箇所）により、パブ
リックコメントを実施し、ご意見を伺いました。 

狩野川水系河川整備計画（変更原案） 意見書 

この用紙に必要事項をご記入の上、意見箱に投函してください。 

（メールでの提出も受け付けております。メールアドレス cbr-nmz-tyouichi@mlit.go.jp） 

【意見募集】      ※必須記載事項（記載が無い場合はご意見として受付できません） 

① 氏名  

② 住所 
〒   － 

ご連絡先 
（電話番号、メールアドレス） 

 

狩野川との関りについてお書きください 
（例 狩野川をイベントで利用している） 

 

河川整備計画（変更原案） 

記載該当ページ数・項目等 
③ ご 意 見 理 由 

                           

                          

                          

                          

                            

                          

                          

                          

                          

                           

 

  ※ご意見に対する個別の回答はいたしかねます。あらかじめ御了承ください。 

 

 

 

【締め切り・提出方法】 
 

◆締め切り  令和８年３月 13 日（金）（郵送の場合は必着） 

◆提出方法  ○郵送の場合 郵送先 〒410-8567 静岡県沼津市下香貫外原 3244-2 

                   中部地方整備局沼津河川国道事務所 流域治水課 

        ○FAX の場合 送信先 ０５５-９３４-２０１９ 

※電話での受付はしておりませんので、ご了承ください。 

※氏名、電話番号につきましては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった 

本意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。 

※ 

※ 

事務所ＨＰ 変更原案概要パンフレット 意見用紙 

住民説明会の実施 

＜住民説明会＞ 
 関係住民に向けて、狩野川水系河川整備計画（変更原案）に関する関係住民説明会を実施
し、意見をお伺いしました。（全2箇所） 

伊豆の国市会場 沼津市会場

狩野川水系河川整備計画（変更原案）に関する関係住民説明会 
各会場開催状況写真 


